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C 4034-5：2025 (IEC 60034-5：2020) 

（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

電気学会（IEEJ）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改

正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格であ

る。これによって，JIS C 4034-5:1999 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格          JIS 
 C 4034-5：2025 
 (IEC 60034-5：2020) 

回転電気機械－ 

第 5 部：外被による保護等級の分類 

Rotating electrical machines- 

Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of  

rotating electrical machines (IP code)-Classification 

 
序文 

この規格は，2020 年に第 5 版として発行された IEC 60034-5 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，回転電気機械（以下，回転機という。）の外被（enclosure）（すなわち，回転機を囲む外側の

構造物）による保護等級の分類に適用する。この規格は，通常の使用状態の下で，この規格で規定する保

護等級を維持できる外被に対する要求事項について規定する。 

この規格は，回転機の機械的損傷又は環境［湿気（例えば，凝結で生じる。），腐食性の粉じん及び蒸気，

菌類又は害虫］に対する保護等級は規定しない。 

この規格は，防爆機にも適用可能であるが，爆発性（粉じん，ガス）環境下での使用に対する保護等級

は規定しない。これらは，IEC 60079 規格群で規定される。 

特別な用途（農業用又は家庭用）においては，偶発的又は意図的な接触に対し，より広範な保護を必要

とすることがある。 

この規格は，次の a)～c)の保護に関して，回転機に適用する外被による標準の保護等級について規定す

る。 

a) 人体と外被内部の充電部との接触又は接近，及び人体と外被内部の可動部分（表面が平滑な回転軸及

び類似な部品を除く。）との接触に対する人体の保護，並びに固形異物の侵入に対する回転機の保護 

b) 水の浸入による有害な影響に対する回転機の保護 

c) じんあいの侵入による有害な影響に対する回転機の保護 

この規格は，これらの保護等級の表示記号及び回転機が，この規格の要求事項を満足していることを検

証するために行う試験について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 


